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【Ⅱ－１ 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進－⑯】 

⑯ プログラム医療機器の使用に係る指導管理の評

価 
 

第１ 基本的な考え方 
 

健康管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器につ
いて特定保険医療材料として評価されることを踏まえ、こうしたプログ
ラム医療機器を用いた療養に係る指導管理に対する評価を新設する。 

 
第２ 具体的な内容 
 

特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器を用いた医学
管理等を行った場合の評価を医学管理料として新設するとともに、区分
番号Ｂ１００に掲げる禁煙治療補助システム指導管理加算を廃止する。 

 
（新）  プログラム医療機器等指導管理料     90 点 
 

［対象患者］ 
主に患者自らが使用するプログラム医療機器等（特定保険医療材料

に限る。）を用いた療養を行う患者 
 
［算定要件］ 

主に患者自らが使用するプログラム医療機器等（特定保険医療材料
に限る。）に係る指導管理を行った場合に、プログラム医療機器等指導
管理料として、月に１回に限り算定する。 

 
［施設基準］ 

プログラム医療機器等の指導管理を行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。 

 
 

（新）  導入期加算     50 点 
 
［算定要件］ 

プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った月においては、
導入期加算として所定点数に加算する。 

 




